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衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
家
庭
用
治
療
器
製
造
承
認
（
認
証
）
及
び
機
器
分
類
の
ク
ラ
ス
分
け
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
新
薬
事
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
に
い
う
管
理
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
専
ら
家
庭
で
使
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
承
認
又
は
認
証
の

申
請
が
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
家
庭
用
管
理
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
既
に
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
り
承
認
さ
れ
て

い
る
も
の
と
同
一
の
機
能
等
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大

臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
二
号
）
に
定
め
る
認
証
基
準
（
以
下

「
認
証
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
の
み
で
有
効
性
、
安
全
性
等
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

か
ら
、
当
該
確
認
の
業
務
を
行
う
新
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
認
証
機
関
（
以
下
「
登
録
認
証
機

関
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
認
証
を
受
け
て
製
造
販
売
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
全
く
新
し
い
機
能
等

を
有
す
る
も
の
や
新
た
な
機
能
等
が
付
加
さ
れ
た
も
の
等
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
有
効
性
、
安
全
性
等
を
確
認
す
る
必
要
が

一



あ
る
こ
と
か
ら
、
新
薬
事
法
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
登
録
認
証
機
関
に
よ
る
認
証
の
対
象
と
な
る
家
庭
用
管
理
医
療
機
器
は
、
登
録
認
証
機
関
が
個
別
の
品
目
ご
と
に

認
証
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
等
を
評
価
し
た
上
で
、
当
該
登
録
認
証
機
関
が
そ
の
名
に
お
い
て
認
証
を
行
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
の
対
象
と
な
る
家
庭
用
管
理
医
療
機
器
は
、
有
効
性
、
安
全
性
等
に
つ

い
て
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
お
い
て
行
わ
れ
た
審
査
等
の
結
果
の
報
告
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣

が
、
承
認
の
可
否
を
判
断
し
て
承
認
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
形
式
的
に
厚
生
労
働
大
臣
が
押
印
す
る
だ

け
」
の
仕
組
み
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

新
薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
製
造
販
売
に
係
る
承
認
を
行
っ
た
家
庭
用
管
理
医
療
機
器

に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
訓
第
二
十
一
号
）
及
び
厚
生
労
働
省
公
印
規
程

（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
訓
第
二
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
主
管
課
で
あ
る
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
審
査
管
理
課
に
お
い

て
、
押
印
に
代
え
て
印
影
を
印
刷
し
た
文
書
を
用
い
て
承
認
書
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
薬
事
法
第
二
十
三
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
認
証
機
関
が
製
造
販
売
に
係
る
認
証
を
行
っ
た
家
庭
用
管
理
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
認

二



証
書
へ
の
押
印
は
義
務
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
認
証
を
行
っ
た
各
登
録
認
証
機
関
が
そ
の
名
称
を
明
ら
か
に
し
て
認
証

書
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

登
録
認
証
機
関
に
よ
る
認
証
を
受
け
た
家
庭
用
管
理
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
登
録
認
証
機
関
が
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
り

登
録
の
取
消
し
を
受
け
た
場
合
、
「
廃
業
・
倒
産
」
し
た
場
合
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
家
庭
用
管
理
医
療
機

器
が
認
証
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
等
の
事
由
が
な
い
限
り
そ
の
認
証
の
効
力
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。し
た
が
っ
て
、

登
録
の
取
消
し
等
の
場
合
で
も
、
当
該
家
庭
用
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
認
証
の
効
力
が
失

わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
「
責
任
」
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

既
に
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
る
家
庭
用
管
理
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
新
薬
事
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一

項
又
は
第
三
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
厚
生
労
働
省
が
御
指
摘
の
よ
う
な

承
認
の
取
消
し
を
前
提
と
し
た
指
導
等
を
行
っ
た
事
実
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

三



新
薬
事
法
に
お
い
て
は
、
医
療
機
器
の
使
用
に
よ
る
副
作
用
又
は
機
能
の
障
害
が
生
じ
た
場
合
に
人
の
生
命
又
は
健
康
に

影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
程
度
を
勘
案
し
、
国
際
的
な
医
療
機
器
の
ク
ラ
ス
分
類
の
考
え
方
も
参
考
に
し
て
、
高
度
管
理
医

療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一
般
医
療
機
器
の
三
つ
の
区
分
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
で
御
指
摘
の
よ

う
な
分
類
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
欧
州
連
合
に
お
い
て
も
、
我
が
国
と
同
様
に
人

の
生
命
又
は
健
康
へ
の
影
響
を
勘
案
し
た
分
類
が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四


